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委員会ニュース

愛
顔
つ
な
ぐ
え
ひ
め
国
体

松
前
町
実
行
委
員
会
解
散
の
報
告

⑫
松
前
町
指
定
居
宅
介
護
支

援
事
業
者
の
指
定
に
関
し

必
要
な
事
項
並
び
に
指
定

居
宅
介
護
支
援
等
の
事
業

の
人
員
及
び
運
営
に
関
す

る
基
準
を
定
め
る
条
例

要
旨

　

介
護
保
険
法
の
一
部
が

改
正
さ
れ
、
従
来
都
道
府

県
が
有
し
て
い
た
指
定
居

宅
介
護
支
援
事
業
者
の
指

定
等
の
権
限
が
市
町
村
へ

委
譲
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

町
の
基
準
を
示
す
必
要

が
あ
る
た
め
新
た
に
制
定

す
る
も
の
。

　
　
（
全
員
一
致
で
可
決
）

⑬
松
前
町
指
定
地
域
密
着
型

サ
ー
ビ
ス
の
事
業
の
人

員
、設
備
及
び
運
営
に
関

す
る
基
準
等
を
定
め
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例要
旨

　

介
護
保
険
法
及
び
厚
生

労
働
省
令
の
改
正
に
伴
い
、

文
言
や
引
用
条
文
を
追
加
・

変
更
し
、ま
た
、新
た
な
基

準
を
設
定
す
る
な
ど
、
所

要
の
改
正
を
行
う
も
の
。

問　

改
正
に
よ
る
町
内
事
業

者
へ
の
影
響
は
。

答　

病
状
の
急
変
な
ど
の
緊

急
時
等
に
お
け
る
対
応
方

法
を
定
め
て
お
く
こ
と
、

身
体
的
拘
束
の
更
な
る
適

正
化
に
関
す
る
取
組
を
行

う
こ
と
の
２
点
が
新
た
な

基
準
と
し
て
追
加
さ
れ

る
。

　
　

他
の
改
正
点
に
つ
い
て

は
、町
内
事
業
者
に
お
け

る
直
接
的
な
影
響
は
な

い
。

　
　（
全
員
一
致
で
可
決
）

⑭
松
前
町
指
定
地
域
密
着
型

介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事

業
の
人
員
、設
備
及
び
運

営
並
び
に
指
定
地
域
密
着

型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に

係
る
介
護
予
防
の
た
め
の

効
果
的
な
支
援
の
方
法
に

関
す
る
基
準
等
を
定
め
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例

要
旨

　

介
護
保
険
法
及
び
厚
生

労
働
省
令
の
改
正
に
伴
い
、

介
護
医
療
院
が
創
設
さ
れ

る
こ
と
に
伴
う
、
文
言
の

追
加
や
、身
体
的
拘
束
の
更

な
る
適
正
化
を
図
る
た
め

の
基
準
の
設
定
な
ど
、
所

要
の
改
正
を
行
う
も
の
。

　
　
（
全
員
一
致
で
可
決
）

⑮
松
前
町
指
定
介
護
予
防
支

援
事
業
者
の
指
定
に
関
し

必
要
な
事
項
並
び
に
指
定

介
護
予
防
支
援
等
の
事
業

の
人
員
及
び
運
営
並
び
に

指
定
介
護
予
防
支
援
等
に

係
る
介
護
予
防
の
た
め
の

効
果
的
な
支
援
の
方
法
に

関
す
る
基
準
を
定
め
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例要
旨

　

厚
生
労
働
省
令
の
改
正

に
よ
り
、
医
療
と
の
連
携

強
化
に
関
す
る
規
程
を
追

加
す
る
な
ど
、
所
要
の
改

正
を
行
う
も
の
。

　
　
（
全
員
一
致
で
可
決
）

⑯
松
前
町
包
括
的
支
援
事
業

の
実
施
に
関
す
る
基
準
を

定
め
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例

要
旨

　

介
護
保
険
法
の
改
正
に

よ
る
項
の
ず
れ
へ
の
対
応

及
び
介
護
保
険
法
施
行
規

則
の
改
正
に
伴
う
主
任
介

護
支
援
専
門
員
の
更
新
制

導
入
に
よ
る
定
義
の
改
正

を
行
う
も
の
。

問　

主
任
介
護
支
援
専
門
員

の
更
新
制
導
入
に
つ
い

て
。

答　

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ

ム
実
現
の
た
め
の
情
報
収

集
や
、事
業
者
や
職
種
間

の
調
整
と
い
っ
た
役
割
が

求
め
ら
れ
る
主
任
介
護
支

援
専
門
員
の
資
質
向
上
の

た
め
に
更
新
制
に
な
っ
た

も
の
で
あ
る
。

　
　

更
新
に
係
る
研
修
は
、

講
義
と
７
項
目
の
講
義
演

習
、合
わ
せ
て
46
時
間
行

わ
れ
る
予
定
で
あ
る
。

　
　
（
全
員
一
致
で
可
決
）今日のデイサービス　いかがでしたか？


